
◆一定の障がいとは◆

(１)　国民年金などの障害年金１級・２級を受給している方

(２)　身体障害者手帳1級・２級・３級をお持ちの方

(３)　身体障害者手帳４級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方

　○　音声障害

　○　言語障害

　○　下肢障害４級１号（両下肢のすべての指を欠くもの）

　○　下肢障害４級３号（一下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの）

　○　下肢障害４級４号（一下肢の機能の著しい障害）

(４)　精神障害者保健福祉手帳１級・２級をお持ちの方

(５)　療育手帳A（重度）をお持ちの方

◆脱退手続きについて◆

◆申請先及びお問い合わせ先◆

　申請について詳しくは鹿追町保健福祉課国保医療係へお問い合わせください。

　一定の障がいのある６５歳から７４歳までの方のうち、申請により北海道後期高

齢者医療広域連合の認定を受けた方は、後期高齢者医療制度に加入することができ

ます。

　後期高齢者医療制度の被保険者（加入者）となる方は、それまで加入していた健

康保険（国民健康保険、健康保険組合、共済組合等）から脱退し、後期高齢者医療

制度に加入することになります。

　脱退手続きについては、各保険者へお問い合わせください。

後期高齢者医療制度のお知らせ
～ 障害認定申請について ～

お問い合わせ先

北海道後期高齢者医療広域連合
【住所】〒０６０－００６２

札幌市中央区南２条西１４丁目

国保会館６階

【電話】０１１－２９０－５６０１

鹿追町 保健福祉課国保医療係
【住所】〒０８１－０２２２

鹿追町東町４丁目２番地１

【電話】０１５６－６６－１３１１


